
康
心
会
汐
見
台
病
院 

産
科
だ
よ
り 

 

 

 

◆
今
月
の
赤
ち
ゃ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
あ
く
び
の
瞬
間
を 

激
写
！
こ
の
世
に
産
ま 

れ
て
２
４
時
間
経
過
し 

て
い
ま
せ
ん
が
、
堂
々
と 

し
て
い
ま
す
ね
（
笑
） 

こ
の
時
の
マ
マ
は
帝
王 

切
開
を
し
た
あ
と
で
、
ま 

だ
ベ
ッ
ド
上
安
静
で
し

た
。
こ
の
子
は
マ
マ
に
と
っ
て
３
人
目
の
赤
ち
ゃ
ん
で
、
上
の
子
２
人
は

経
膣
分
娩
で
し
た
。
今
回
は
こ
の
子
が
骨
盤
位
、
つ
ま
り
逆
子
だ
っ
た
の

で
マ
マ
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
帝
王
切
開
と
な
り
ま
し
た
。
妊
娠
３
０
週

の
と
き
の
妊
婦
健
診
で
は
下
側
に
頭
が
あ
っ
た
の
に
、
次
の
健
診
か
ら
は

ず
っ
と
逆
子
の
ま
ま
で
手
術
当
日
と
な
り
ま
し
た
。
大
き
く
な
っ
た
ら
逆

子
に
な
っ
た
理
由
を
教
え
て
く
れ
た
り
し
な
い
か
な
あ
。 

 
 

・
振
込
通
知
は
送
ら
れ
て
き
ま
す
か
？
→
交
付
決
定
通
知
書
を
送
付 

し
て
い
ま
す
。
交
付
決
定
通
知
書
に
振
込
日
を
記
載
し
て
い
ま
す 

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 ・
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
場
合
で
も
受
給
で
き
ま
す
か
？
→
生 

活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
場
合
で
も
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま 

た
、
こ
の
給
付
金
が
実
際
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
収
入
認
定
さ
れ 

な
い
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←
横
浜
市
の
出
産
・
子
育
て
応
援
事
業
の
ペ
ー
ジ 

に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
詳
細
は
こ
ち
ら
を
ご
覧 

下
さ
い
。 

 

申
請
に
は
母
子
手
帳
番
号
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
横

浜
市
に
転
入
さ
れ
た
場
合
、
お
住
い
の
区
の
こ
ど
も
家

庭
支
援
課
の
窓
口
で
、
横
浜
市
の
母
子
手
帳
番
号
を
取

得
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

原
則
と
し
て
、
電
子
申
請
に
よ
る
受
付
に
な
り
ま
す
。

申
請
内
容
の
審
査
終
了
後
、
審
査
結
果
の
通
知
が
郵
送

さ
れ
、
通
知
送
付
後
、
順
次
指
定
の
口
座
へ
応
援
金
が

振
り
込
ま
れ
る
流
れ
と
な
り
ま
す
。
申
請
か
ら
振
込
ま

で
は
書
類
に
不
備
が
な
い
場
合
、
約
２
～
３
ヶ
月
か
か

り
ま
す
。 

  

【
よ
く
あ
る
Ｑ
＆
Ａ
】
※
横
浜
市
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
抜
粋 

 
 

・
対
象
者
を
教
え
て
ほ
し
い
→
令
和
５
年
２
月
１ 

日
以
降
に
妊
娠
届
出
を
さ
れ
た
妊
婦 

 
 

・
振
込
名
称
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
→
出
産 

応
援
金
に
つ
い
て
は
、「
ヨ
コ
ハ
マ
シ
シ
ユ
ツ 

サ
ン
オ
ウ
セ
ン
」
ま
た
は
「
シ
ユ
ツ
サ
ン
」
。
子 

育
て
応
援
金
に
つ
い
て
は
、「
ヨ
コ
ハ
マ
シ
コ
ソ 

ダ
テ
オ
ウ
エ
ン
」
ま
た
は
「
コ
ソ
ダ
テ
」
と
い 

う
名
称
で
振
り
込
ん
で
い
ま
す
。 

 ・
申
請
者
と
異
な
る
名
義
の
口
座
に
振
り
込
む
こ 

と
は
で
き
ま
す
か
？
→
可
能
で
す
が
、
委
任
状 

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
紙
で
の
申
請
と
な
り
ま 

す
の
で
、
出
産
・
子
育
て
応
援
金
コ
ー
ル
セ
ン 

タ
ー
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（0

1
2

0
-6

1
6

-6
2

6

） 

令和 6 年 9 月 

◆
出
産
・
子
育
て
応
援
金
っ
て
ご
存
知
で
す
か
？ 

出
産
育
児
一
時
金
は
ご
存
知
の
方
は
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。支
給
額
が
令
和
５
年
４
月
よ
り
増
額
さ

れ
、
４
２
万
円
→
５
０
万
円
に
な
り
ま
し
た
ね
。 

今
回
は
横
浜
市
在
住
の
方
を
対
象
と
し
た
、
「
出
産
・

子
育
て
応
援
金
」と
い
う
支
給
が
あ
る
こ
と
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。 

【
支
給
額
】 

・
出
産
応
援
金
：
妊
婦
１
人
に
つ
き
５
万
円 

・
子
育
て
応
援
金
：
新
生
児
１
人
に
つ
き
５
万
円 

 

【
申
請
期
限
】 

・
出
産
応
援
金
：
出
産
す
る
日
ま
で 

・
子
育
て
応
援
金
：
「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
」 

か
ら
３
ヶ
月 

  

【
申
請
方
法
】 

 

・
出
産
応
援
金
：
お
住
ま
い
の
区
役
所
こ
ど
も
家
庭
支 

援
課
で
妊
娠
の
届
出
を
し
て
い
た
だ
き
、そ
の
場
で 

申
請
方
法
に
つ
い
て
案
内
が
あ
り
ま
す
。 

 

・
子
育
て
応
援
金
：「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
」 

の
際
に
申
請
方
法
に
つ
い
て
案
内
が
あ
り
ま
す
。 

※
「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
」
の
面
談
を
受
け

た
養
育
者
が
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

 


